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Ⅰ 相模原市内部統制の概要  

 

１ 内部統制基本方針  

本市の事務に関する内部統制を推進し、もって市政に対する市民の信用

の維持、向上及び質の高い市民サービスの継続的、安定的な提供に寄与す

るため、地方自治法 (昭和２２年法律第６７号 )第１５０条第１項の規定に

基づき、相模原市内部統制基本方針を令和２年２月６日に策定し、同年４

月１日から施行しています。  

 

 

相模原市内部統制基本方針  

 

１  趣旨  

本市の事務に関する内部統制を推進し、もって市政に対する市民の信

用の維持、向上及び質の高い市民サービスの継続的、安定的な提供に寄

与するため、地方自治法 (昭和２２年法律第６７号。以下「法」とい

う。 )第１５０条第１項の規定に基づき、相模原市内部統制基本方針を

定める。  

２  内部統制の目的  

  内部統制は、事務の管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行わ

れる体制の構築により、次に掲げる事項について取り組み、本市行政の

信頼性及び透明性の確保を図ることを目的とする。  

（１）事務の効率的かつ効果的な執行  

職員一人ひとりが、管理し又は執行する事務に潜むリスクとその影

響を認識し、リスク発生の回避及び発生時の損失の最小化に取り組む

ことにより、組織として事務の一定の水準を確保し、かつ、遅滞なく

業務を遂行できる体制を確保する。  

（２）業務に関わる法令等の遵守  

   職員一人ひとりが、事務の根拠規範となる法令等を遵守し、適正に

事務を管理及び執行できる体制を確保する。  
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（３）資産の保全  

   税を主な財源として取得した資産である財産及び現金が、不正に又

は誤った使用、処分等がされることのないよう、適切な保全を図る体

制を確保する。  

（４）財務報告等の信頼性の確保  

   適正な事務の管理及び執行を通じた正確な財務報告等により、その

信頼性を確保する。  

３  推進体制  

市長を最高責任者とし、内部統制の基本的要素である「統制環境」、「リ

スクの評価と対応」、「統制活動」、「情報と伝達」、「モニタリング」及び

「ＩＣＴへの対応」に係る各主体の役割を踏まえた全庁的な体制の整備

及び運用により、内部統制を推進する。  

４  内部統制の対象事務  

  内部統制対象事務は、財務に関する事務とする。  

５  報告書の公表等  

  法第１５０条第４項から第６項まで及び第８項の規定により、毎会計

年度において本方針に基づき整備した体制及び運用について評価した報

告書を作成した上、これを監査委員の審査に付し、その意見書と共に議

会に提出し公表する。  

６  基本方針の見直し  

  内部統制の進捗を踏まえ、必要に応じて本方針の見直しを行う。  

７  施行期日  

  この方針は、令和２年４月１日から施行する。  

 

 令和２年２月６日   相模原市長  本村  賢太郎   
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２ 内部統制体制  

（１）全庁的な内部統制  

内部統制の目的を達成するため、次の内部統制の基本的要素に係る各

部局の役割に応じ、全庁的な内部統制に係る体制を整備しています。  

ア 統制環境(組織文化を決定し、組織内の全ての者の統制に対する意識

に影響を与えるとともに、他の基本的要素の基礎をなし、それぞれに

影響を及ぼす基盤 ) 

イ リスクの評価と対応 (組織目的の達成に影響を与える事象について、

組織目的の達成を阻害する要因をリスクとして識別、分析及び評価を

し、当該リスクへの適切な対応を選択するプロセス ) 

ウ  統制活動 (市長の命令及び指示が適切に実行されることを確保する

ために定める方針及び手続 ) 

エ 情報と伝達 (必要な情報が識別、把握及び処理をされ、組織内外及び

関係者相互に正しく伝えられることを確保すること。) 

オ  モニタリング (内部統制が有効に機能していることを継続的に評価

するプロセス ) 

カ  ＩＣＴ (情報通信技術 )への対応 (組織目的を達成するためにあらか

じめ適切な方針及び手続を定め、それを踏まえて、業務の実施におい

て組織内外のＩＣＴに対し適切に対応すること。) 

（２）業務レベルの内部統制  

全庁的な内部統制のうち、財務に関する事務について、業務レベルの

内部統制に係る体制を整備しています。  

ア 財務に関する事務におけるリスクを抽出して分析及び評価をしたリ

スク評価シートを基に、各所属において、そのリスクへの対策を記載

した内部統制活動管理シートを作成し、これに基づき不備の発生の未

然防止に取り組んでいます。また、不備が発生した場合、原因を分析

し、再発防止策の検討を行い、当該シートにより報告します。  

イ 会計課及び下水道経営課による会計事務、管財課による財産管理事

務に係る審査等を通じ、必要に応じて各所属に対して是正指示を行い、

不備の発生の未然防止に取り組んでいます。(日常的モニタリング ) 

  ウ コンプライアンス推進課において、前年度に不備が発生した所属を



4 

 

対象にリスク対策の実施状況について確認し、必要に応じて当該各所

属に対して是正指示を行い、適切なリスク管理に取り組んでいます。

また、会計課及び契約課において実施する出納事務等に係る各種検査

により、出納事務等の結果を確認するとともに、必要に応じて各所属

に対して是正指示を行い、事務の適正化に取り組んでいます。(独立的

評価) 

（３）推進評価体制  

市長を最高責任者とし、コンプライアンス推進課及び財務に関する事

務制度所管課(財政課、管財課、契約課、税制・債権対策課、下水道経営

課及び会計課)を推進評価部局として位置付けるとともに、推進及び評価

について審議を行う内部統制会議等を設置し、内部統制の推進及び評価

を一体的に進める体制を整備しています。  
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相模原市内部統制全体像  
評価基準日 (令和５年３月３１日 )時点  

 内  部  統  制  基  本  方  針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内 部 統 制 体 制  

 

 

 

 

 

 

 

 

【公文書管理体制】  
【評価項目】9-1、10-1 

【広聴体制】  
【評価項目】9-2、10-1、10-2 

【組織・人事管理体制】    【評価項目】1-1～3-2  
(組織・定数/人材確保・配置/人材育成 /人事評価/逸脱行為への対応 ) 

【個人情報保護体制】  
【評価項目】9-３  

【情報セキュリティ管理体制】  
【評価項目】12-1～12-4 

ＰＤＣＡ  

 
コンプライアンス推進課  

(とりまとめ )  

内部統制  

活動管理シート  

取組依頼  

取組結果報告  

(事務処理ミス )  

 

     

結果報告  

債権回収  

推進会議  

日常的モニタリング  

独立的評価  

 
是正指示  

＊  企業会計については、下水道経営課が担当  

 

全庁的な内部統制  

前年度に不備

が発生した  

所属を対象に  

リスク対策の  

実施状況に  

ついて確認  

独立的評価  

業務レベルの内部統制  

財務に関する事務  

 

【評価項目】4-1～5-3、6-1、7-1、7-2、  
8-1、8-2、11-1、11-2   

 
各課・機関  

管財課  

全庁共通  

リスク  

会計課 *  

 

契約課  税制・債権対策課  

日常的モニタリング  

結果  債権に関する不備  

リスク対策の検討・決定  

リスク対策の実施 (所属における日常的なモニタリング )  

※  各体制の【評価項目】は９ページ以降の全庁的な内部統制の評価に対応  
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内部統制会議  
(市長、３副市長、教育長、公室長・局区長等 ) 
☞  内部統制評価報告書(案 )の審議  
☞  評価結果等を踏まえた内部統制に関する取組の協議  
💡内部統制の最高責任者である市長が出席  

☞  全庁的な内部統制の評価項目に係る基礎評価の実施   
※ガイドラインで示されている評価項目により評価を実施  

☞  業務レベルの内部統制の取組に係る基礎評価の実施  
☞  重大な不備の抽出及び評価  
☞  基礎評価を踏まえた次年度の取組(案 )協議  
 

内部統制幹事会 (総務局参事、推進評価部局課長、局区庶務担当課長等) 

 

内部統制調整会議 (３副市長、教育長、公室長・局区長等) 

監査委員  
☞  評価報告書の審査  
☞  審査意見書の作成  

市議会  ９月定例会議  

内部統制部会 (財務に関する事務制度所管課・コンプライアンス推進課) 

 

『内部統制評価報告書』 (案 )の作成  

 

コンプライアンス  

推進委員会  

評 価 に 係 る プ ロ セ ス  

中
間
報
告 

中
間
評
価 

最
終
評
価 

決
裁 

審査依頼  

審査意見書  

評価報告書  
審査意見書  

取組に対する意見  

(附属機関 ) 

評価結果を  
次年度の  
取組に  
反映  

市長 
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Ⅱ 内部統制の評価  

 

１ 評価手続  

（１）評価対象期間及び評価基準日  

   令和４年４月１日から令和５年３月３１日までを評価対象期間とし、

令和５年３月３１日を評価基準日とします。  

（２）評価項目  

地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン (平成

３１年３月総務省公表。以下「ガイドライン」という。)に示された評価

項目に準拠し、評価を実施します。  

（３）有効性の判断  

ガイドラインでは、「内部統制の不備は、内部統制が存在しない、規定

されている方針及び手続では内部統制の目的を十分に果たすことができ

ない、又は規定されている方針及び手続が適切に適用されていない等の

整備上の不備と、整備段階で意図したように内部統制の効果が得られて

おらず、結果として不適切な事項を発生させた運用上の不備からなる」と

されており、また、「内部統制の重大な不備とは、内部統制の不備のうち、

事務の管理及び執行が法令に適合していない、又は適正に行われていな

いことにより、地方公共団体・住民に対し大きな経済的・社会的な不利益

を生じさせる蓋然性の高いもの若しくは実際に生じさせたものをいい、

内部統制についての説明責任を果たす観点から、内部統制評価報告書に

記載すべきものである」とされています。  

本市では、重大な不備については、次の定義に基づき内部統制会議等の

審議を経て決定します。また、重大な不備を把握した場合、内部統制は有

効に機能していなかったものとして判断します。  

 

※ 重大な不備  

ア 整備上の重大な不備  

ガイドラインにより示された評価の基本的な考え方及び評価項

目に照らし、著しく不適切な状況となっている不備をいう。  
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イ 運用上の重大な不備  

   過去５年間に複数回発生している不備 (収入金額の増減に伴う調

定漏れ、市税・分担金・使用料・手数料等の算定誤りや調定漏れ、

調定金額の誤り、見積り・積算誤り、請求 (支払)金額誤り、二重払

い、支出伝票の相手方誤り、支払遅延、不適切な現金管理、仕様書

等の誤り、予定価格誤り、不適正な予算の執行 (共通物品)、不適正

な予算の執行(総括調達物品 )、誤った積算図書・仕様書等の配布に

よる入札・見積合せの中止、開札事務ミス、契約保証金誤り、契約

締結遅延、債権管理 )の再発事案であって、経済的・社会的影響が

大きい不備又は再発か否かにかかわらず、経済的・社会的影響が著

しく大きい不備をいう。  

 

（４）評価の主な経過  

実施日  会議等  内 容  

令和 4 年 10 月 28 日  内部統制部会  重大な不備の定義について審議  

令和 4 年 12 月 27 日  内部統制部会  

中間評価における重大な不備及び

令和４年度内部統制中間評価報告

書(案)について審議  

令和 5 年 1 月 17 日  
内部統制幹事

会 

中間評価における重大な不備及び

令和４年度内部統制中間評価報告

書(案)について審議  

令和 5 年 1 月 27 日  

コンプライア

ンス推進委員

会 

中間評価における重大な不備及び

令和４年度内部統制中間評価報告

書(案)について意見聴取  

令和 5 年 2 月 7 日  
内部統制調整

会議 

令和４年度内部統制中間評価報告

書(案)について審議  

令和 5 年 3 月 6 日  市長報告  
令和４年度内部統制中間評価報告

書について  

令和 5 年 4 月 19 日  内部統制部会  
令和４年度評価期間中における重

大な不備及び令和４年度内部統制
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評価報告書(案)について審議  

令和 5 年 4 月 24 日  

コンプライア

ンス推進委員

会 

令和４年 度内部 統制評 価報告書

(案)について意見聴取  

令和 5 年 5 月 11 日  
内部統制幹事

会 

令和４年 度内部 統制評 価報告書

(案)について審議  

令和 5 年 5 月 19 日  内部統制会議  
令和４年 度内部 統制評 価報告書

(案)について審議  

 

２ 評価結果  

「１ 評価手続」に基づき実施した評価の結果は、次のとおりです。  

（１）全庁的な内部統制  

   ガイドラインにより示された評価の基本的な考え方及び評価項目ごと

に、整備・運用状況について、所管部署からの聞き取りや関連資料等に

より全庁的な内部統制の有効性について評価を実施しています。  

評価の結果、整備上及び運用上の重大な不備は認められなかったこと

から、全庁的な内部統制は有効に機能していると評価しました。次表で

は、評価項目ごとに概要等を記載しています。  

統制環境  

【評価の基本的な考え方】  

１ 市長は、誠実性と倫理観に対する姿勢を表明しているか。  

【評価項目 1-1】市長は、地方公共団体が事務を適正に管理し、及び

執行する上で、誠実性と倫理観が重要であることを、自らの指示、行

動及び態度で示しているか。  

○適  

≪整備・運用状況≫  

相模原市職員の倫理及び服務に関する規程において、倫理及び服務の原

則として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、倫理

行動規準に基づき行動するとともに、誠実かつ公正に服務しなければなら

ない旨を定めている。  

また、市長から全職員へのメール配信を行うなど、市長自らの言葉で誠



10 

 

実性と倫理観等、市政全般に対する取組姿勢を示している。  

≪関係例規・資料等≫  

・相模原市職員の倫理及び服務に関する規程   

【評価項目 1-2】市長は、自らが組織に求める誠実性と倫理観を職員

の行動及び意思決定の指針となる具体的な行動基準等として定め、職

員及び外部委託先並びに住民等の理解を促進しているか。  

○適  

≪整備・運用状況≫  

 職員の常に意識すべき行動指針として相模原市コンプライアンス推進

指針を策定し、全庁的なコンプライアンス推進体制により、コンプライア

ンスの推進に取り組んでいる。また、市ホームページにおいて同指針を公

表し、市民等の理解を求めている。  

 また、相模原市指定管理者制度運用ガイドラインにおいて、指定管理者

に対し同指針に準じた行動を促すよう記載しており、施設所管課から指定

管理者に同指針を周知し、理解を求めている。  

≪関係例規・資料等≫  

・相模原市職員の倫理及び服務に関する規程  

・相模原市コンプライアンス推進指針  

・相模原市指定管理者制度運用ガイドライン  

【評価項目 1-3】市長は、行動基準等の遵守状況に係る評価プロセス

を定め、職員等が逸脱した場合には、適時にそれを把握し、適切に是

正措置を講じているか。  

○適  

≪整備・運用状況≫  

 人事評価制度において、執務態度や職員意識等の評価項目を設け、適切

に評価を実施するほか、職員の倫理徹底を図るため各局区等に倫理監督者

を配置し、職員に対し指導等を行っている。  

職員等が倫理行動規準等を逸脱した場合には、当該行為の内容や原因等

を調査し、組織として再発防止策を講じるとともに、法令に基づき懲戒処

分等を行うほか、必要に応じて個別指導を行っている。また、倫理行動規

準等の遵守について、通知等により周知徹底を図っている。  

≪関係例規・資料等≫  
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・相模原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例   

・相模原市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則   

・相模原市人事事務取扱規程   

・相模原市職員の倫理及び服務に関する規程   

・相模原市職員懲戒処分の指針  ・職員評価マニュアル  

【評価の基本的な考え方】  

２ 市長は、内部統制の目的を達成するに当たり、組織構造、報告経路及

び適切な権限と責任を確立しているか。  

【評価項目 2-1】市長は、内部統制の目的を達成するために適切な組

織構造について検討を行っているか。  
○適  

≪整備・運用状況≫  

 相模原市内部統制基本方針において、市長を最高責任者とした内部統制

の基本的要素に係る各主体の役割を踏まえた全庁的な体制の整備及び運

用を図ることを定めている。また、相模原市内部統制規程及び相模原市内

部統制会議等の設置に関する要綱により、内部統制の推進及び評価に係る

役割の明確化や所属長の責務を定めるなど、内部統制の目的を達成するた

めの組織構造について定めている。  

≪関係例規・資料等≫  

・相模原市内部統制基本方針  ・相模原市内部統制規程   

・相模原市内部統制会議等の設置に関する要綱  

【評価項目 2-2】市長は、内部統制の目的を達成するため、職員、部

署及び各種の会議体等について、それぞれの役割、責任及び権限を明

確に設定し、適時に見直しを図っているか。  

○適  

≪整備・運用状況≫  

 相模原市内部統制基本方針において、職員一人ひとりが業務に関わる法

令等の遵守や事務に潜むリスク発生の回避及び発生時の損失の最小化に

ついて取り組むよう定めている。  

また、相模原市内部統制規程及び相模原市内部統制会議等の設置に関す

る要綱により、所属長の責務や各種会議体の役割等を定めている。  

≪関係例規・資料等≫  
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・相模原市内部統制基本方針  ・相模原市内部統制規程   

・相模原市内部統制会議等の設置に関する要綱  

【評価の基本的な考え方】  

３ 市長は、内部統制の目的を達成するに当たり、適切な人事管理及び教

育研修を行っているか。  

【評価項目 3-1】市長は、内部統制の目的を達成するために、必要な

能力を有する人材を確保及び配置をし、適切な指導や研修等により能

力を引き出すことを支援しているか。  

○適  

≪整備・運用状況≫  

 民間経験を有する即戦力となる人材の採用等に取り組むとともに、相模

原市人材育成基本方針に基づき、職員一人ひとりの成長を支援する職員研

修などを通じて職員の育成を図り、必要な能力を有する人材の確保に取り

組んでいる。  

また、行政需要に適切に対応するための人員等を把握した上で、各所属

に定数を配分するとともに、庁内公募制度や専任職制度の活用等により、

職員の適性や経験、スキル等を踏まえ職員配置を行っている。  

≪関係例規・資料等≫  

・相模原市行政組織条例  ・相模原市職員定数条例   

・相模原市人事事務取扱規程   

・相模原市人材育成基本方針 ・相模原市人材育成実施計画  

【評価項目 3-2】市長は、職員等の内部統制に対する責任の履行につ

いて、人事評価等により動機付けを図るとともに、逸脱行為に対する

適時かつ適切な対応を行っているか。  

○適  

≪整備・運用状況≫  

相模原市内部統制基本方針に、職員一人ひとりが事務の効率的かつ効果

的な執行や法令遵守に取り組まなければならないことを定め、人事評価に

おいて業務遂行能力、職員意識の項目により適切に評価を行っている。  

 また、内部統制上の不備が発生した場合は、組織として対応を図り是正

するとともに再発防止策を講じている。職員の内部統制に対する責任の履

行に係る逸脱行為があった場合には、法令に基づき懲戒処分等を行うほ
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か、必要に応じて個別指導を行っている。  

≪関係例規・資料等≫  

・相模原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例  

・相模原市内部統制基本方針   

・相模原市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則   

・相模原市人事事務取扱規程   

・相模原市職員懲戒処分の指針   

リスクの評価と対応  

【評価の基本的な考え方】  

４ 組織は、内部統制の目的に係るリスクの評価と対応ができるように、

十分な明確さを備えた目標を明示し、リスク評価と対応のプロセスを明

確にしているか。  

【評価項目 4-1】組織は、個々の業務に係るリスクを識別し、評価と

対応を行うため、業務の目的及び業務に配分することのできる人員等

の資源について検討を行い、明確に示しているか。  

○適  

≪整備・運用状況≫  

 相模原市内部統制基本方針において、職員一人ひとりが事務に潜むリス

クの発生回避及び発生時の損失の最小化について取り組むよう定めるほ

か、相模原市内部統制規程により、内部統制の推進及び評価に係る役割の

明確化や所属長の責務を定めている。これらを含む各所属の業務の目的及

び行政需要に応じた人員等について把握した上で、各所属に定数を配分し

ている。  

≪関係例規・資料等≫  

・相模原市行政組織条例  ・相模原市職員定数条例   

・相模原市内部統制基本方針  ・相模原市内部統制規程   

・相模原市人事事務取扱規程   

【評価項目 4-2】組織は、リスクの評価と対応のプロセスを明示する

とともに、それに従ってリスクの評価と対応が行われることを確保し

ているか。  

○適  

≪整備・運用状況≫  
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相模原市内部統制規程において、所属長は、過去に自所属において講じ  

たリスク対策の結果、リスクの発生状況等を勘案してリスク対策を講じる

ことを定めている。各所属の対策の検討に当たっては、推進評価部局によ

り作成したリスク評価シートにより全庁共通リスクの評価結果及び対策

例を明示している。  

・「(２)業務レベルの内部統制」 (２３ページ以降 )参照  

≪関係例規・資料等≫  

・相模原市内部統制規程  ・リスク評価シート   

・内部統制活動管理シート  

【評価の基本的な考え方】  

５ 組織は、内部統制の目的に係るリスクについて、それらを識別し、分

類し、分析し、評価するとともに、評価結果に基づいて、必要に応じた

対応をとっているか。  

【評価項目 5-1】組織は、各部署において、当該部署における内部統

制に係るリスクの識別を網羅的に行っているか。  
○適  

≪整備・運用状況≫  

推進評価部局において、財務に関する事務の種別ごとに事務の流れに沿

って網羅的にリスクを抽出し、評価を行うほか、各所属において所属固有

のリスクを抽出し、対策を検討している。 

・「(２)業務レベルの内部統制」 (２３ページ以降 )参照  

≪関係例規・資料等≫  

・リスク評価シート  ・内部統制活動管理シート  

【評価項目 5-2】組織は、識別されたリスクについて、以下のプロセ

スを実施しているか。  

(1) リスクが過去に経験したものであるか否か、全庁的なものであ

るか否かを分類する  

(2) リスクを質的及び量的 (発生可能性と影響度 )な重要性によって

分析する  

(3) リスクに対していかなる対応策をとるかの評価を行う  

(4) リスクの対応策を具体的に特定し、内部統制を整備する  

○適  
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≪整備・運用状況≫  

推進評価部局において、過去に発生した不祥事等を踏まえ、事務の流れ

に沿い全庁共通リスクを抽出している。抽出したリスクについては、影響

度(３段階)、発生可能性(３段階)、質的重要性 (大・小)により評価を実施

し、その上でリスク対策例を全庁に示している。これを踏まえ、各所属に

おいて実情に即したリスク対策を検討し、実施している。  

・「(２)業務レベルの内部統制」 (２３ページ以降 )参照  

≪関係例規・資料等≫  

・リスク評価シート  ・内部統制活動管理シート  

【評価項目 5-3】組織は、リスク対応策の特定に当たって、費用対効

果を勘案し、過剰な対応策をとっていないか検討するとともに、事後

的に、その対応策の適切性を検討しているか。  

○適  

≪整備・運用状況≫  

リスク対策の実施状況や不備の発生状況等に応じ、適時、各所属におい

て修正を加えるなどリスク対策の妥当性及び適切性の検証を行い、推進評

価部局に報告している。また、報道発表に至った不備については、コンプ

ライアンス推進課等において調査を実施し、再発防止策の有効性など適切

性の確認を行っている。  

・「(２)業務レベルの内部統制」 (２３ページ以降 )参照  

≪関係例規・資料等≫  

・内部統制活動管理シート  ・事務処理ミス調査報告書  

【評価の基本的な考え方】  

６ 組織は、内部統制の目的に係るリスクの評価と対応のプロセスにおい

て、当該組織に生じうる不正の可能性について検討しているか。  

【評価項目 6-1】組織において、過去に生じた不正及び他の団体等に

おいて問題となった不正等が生じる可能性について検討し、不正に対

する適切な防止策を策定するとともに、不正を適時に発見し、適切な

事後対応策をとるための体制の整備を図っているか。  

○適  

≪整備・運用状況≫  

過去に発生した不備等を踏まえ、推進評価部局によりリスク評価シート  
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を作成し、各所属において、リスク評価シートにおけるリスク対策例及び  

自所属における過去の経験等を踏まえ、リスク対策を検討している。また、

適切な事後対応策をとるため、事務処理ミス発生後の対応フローを作成

し、全庁に周知を図っている。  

≪関係例規・資料等≫  

・リスク評価シート  ・内部統制活動管理シート   

・事務処理ミス防止ハンドブック  ・報道発表ハンドブック  

統制活動  

【評価の基本的な考え方】  

７ 組織は、リスクの評価及び対応において決定された対応策について、

各部署における状況に応じた具体的な内部統制の実施とその結果の把

握を行っているか。  

【評価項目 7-1】組織は、リスクの評価と対応において決定された対

応策について、各部署において、実際に指示どおりに実施されている

か。 

○適  

≪整備・運用状況≫  

 年に２回、各局区等から内部統制活動管理シートにより取組結果の報告

を求め、推進評価部局において実施状況を把握している。また、報道発表

に至った不備については、コンプライアンス推進課等において調査を実施

し、再発防止策の有効性など適切性の確認を行っている。  

・「(２)業務レベルの内部統制」 (２３ページ以降 )参照  

≪関係例規・資料等≫  

・内部統制活動管理シート  ・事務処理ミス調査報告書  

【評価項目 7-2】組織は、各職員の業務遂行能力及び各部署の資源等

を踏まえ、統制活動についてその水準を含め適切に管理しているか。 
○適  

≪整備・運用状況≫  

各所属は、実情に応じたリスク対策を検討するとともに、リスク対策の

実施状況や不備の発生状況等を踏まえ、統制活動の水準を含めた適切性の

検証を行っている。  

・「(２)業務レベルの内部統制」 (２３ページ以降 )参照  
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≪関係例規・資料等≫  

・内部統制活動管理シート  

【評価の基本的な考え方】  

８ 組織は、権限と責任の明確化、職務の分離、適時かつ適切な承認、業

務の結果の検討等についての方針及び手続を明示し適切に実施してい

るか。  

【評価項目 8-1】組織は、内部統制の目的に応じて、以下の事項を適

切に行っているか。  

(1)権限と責任の明確化  (2)職務の分離  (3)適時かつ適切な承認   

(4)業務の結果の検討  

○適  

≪整備・運用状況≫  

(1) 相模原市行政組織及び事務分掌規則により権限と責任の明確化を図

っている。また、相模原市会計規則により現金出納員及び物品出納員等

について規定し、出納事務に係る責任の明確化を図っている。  

(2) 地方自治法に基づき、支出命令機関と出納機関を分離することによ

り牽制機能を働かせている。  

(3) 相模原市事務専決規程等により、決裁責任の所在の明確化を図って

いる。  

(4) 内部統制活動管理シートによる各所属の日常的なモニタリングのほ

か現金出納員等の取り扱う事務に係る検査等の独立的評価により、業

務の結果について確認し、必要な是正を行っている。  

≪関係例規・資料等≫  

・相模原市行政組織及び事務分掌規則  ・相模原市会計規則   

・相模原市物品規則   

・相模原市事務専決規程  ・内部統制活動管理シート  

【評価項目 8-2】組織は、内部統制に係るリスク対応策の実施結果に

ついて、担当者による報告を求め、事後的な評価及び必要に応じた是

正措置を行っているか。  

○適  

≪整備・運用状況≫  

年に２回、各局区等から推進評価部局への報告を求めている内部統制活
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動管理シートにおいて、リスク対策の実施結果として不備が発生した場合、 

推進評価部局に報告している。  

・「(２)業務レベルの内部統制」 (２３ページ以降 )参照  

≪関係例規・資料等≫  

・内部統制活動管理シート  ・事務処理ミス調査報告書  

情報と伝達  

【評価の基本的な考え方】  

９ 組織は、内部統制の目的に係る信頼性のある十分な情報を作成してい

るか。  

【評価項目 9-1】組織は、必要な情報について、信頼ある情報が作成

される体制を構築しているか。  
○適  

≪整備・運用状況≫  

相模原市公文書管理条例において、経緯も含めた意思決定に至る過程並

びに当該実施機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証する

ことができるよう、文書を作成しなければならない旨を定めるとともに、

適切に文書が作成されるよう公文書の作成に関する指針を策定している。   

また、相模原市公文書管理規則において、総務局長を統括責任者とし、

また、公文書の管理に関する事務の調査、助言及び指導をする公文書監理

官について規定する等、公文書管理体制を構築し、信頼ある情報を作成及

び管理する体制を構築している。  

≪関係例規・資料等≫  

・相模原市公文書管理条例   

・相模原市公文書管理規則  ・相模原市公文書管理規程  

・相模原市公文例規程  ・公文書の作成に関する指針  

・公文書監理計画  

【評価項目 9-2】組織は、必要な情報について、費用対効果を踏まえ

つつ、外部からの情報を活用することを図っているか。  
○適  

≪整備・運用状況≫  

市民意見を市政運営に反映するため、相模原市広報広聴規則に広聴の方

法を定め、市民の声システムの整備等により広聴体制を構築するほか、公
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益通報者保護法の規定により本市になされる公益通報に係る処理等につ

いて、相模原市公益通報者保護法に基づく公益通報等に関する規則により

定めている。  

・「相模原市公益通報者保護法に基づく公益通報等に関する規則」の制定

（令和４年５月）  

≪関係例規・資料等≫  

・相模原市広報広聴規則   

・相模原市公益通報者保護法に基づく公益通報等に関する規則   

・わたしの提案、陳情・要望等事務取扱い要綱   

【評価項目 9-3】組織は、住民の情報を含む個人情報等について、適

切に管理を行っているか。  
○適  

≪整備・運用状況≫  

 相模原市個人情報保護条例により個人情報の適正な取扱いの確保に関

し、必要な事項を定め、これに基づき個人情報管理責任者及び個人情報管

理主任を各所属に配置するとともに、各所属において個人情報漏えいに関

するリスク対策を実施するなど、適切に管理を行っている。  

また、相模原市特定個人情報等の適正な取扱いの確保に関する規程等に

おいて、適切な管理のために必要な措置を定めている。  

≪関係例規・資料等≫  

・相模原市個人情報保護条例  ・相模原市個人情報保護条例施行規則   

・相模原市特定個人情報等の適正な取扱いの確保に関する規程  

・相模原市特定個人情報等の適正な取扱いの確保に関する要綱  

【評価の基本的な考え方】  

10 組織は、組織内外の情報について、その入手、必要とする部署への伝

達及び適切な管理の方針と手続を定めて実施しているか。  

【評価項目 10-1】組織は、作成された情報及び外部から入手した情

報が、それらを必要とする部署及び職員に適時かつ適切に伝達される

ような体制を構築しているか。  

○適  

≪整備・運用状況≫  

相模原市公文書管理条例において、公文書の作成及び管理について規定



20 

 

しており、その伝達については、統合文書管理システムや職員ポータルを

活用し、適時かつ適切に伝達される体制を構築している。また、庁議をは

じめとする会議等により、必要な部署において情報の伝達・協議がされて

いる。  

外部から入手した情報については、評価項目 9-2 に記載のとおり。  

≪関係例規・資料等≫  

・相模原市公文書管理条例  ・相模原市公文書管理規則   

・相模原市庁議規則   

・相模原市公益通報者保護法に基づく公益通報等に関する規則  

・わたしの提案、陳情・要望等事務取扱い要綱   

【評価項目 10-2】組織は、組織内における情報提供及び組織外から

の情報提供に対して、かかる情報が適時かつ適切に利用される体制を

構築するとともに、当該情報提供をしたことを理由として不利な取扱

いを受けないことを確保するための体制を構築しているか。  

○適  

≪整備・運用状況≫  

 相模原市公益通報者保護法に基づく公益通報等に関する規則に基づき、

組織内外からの通報の受付体制及び通報者の保護体制を整備している。  

・「相模原市公益通報者保護法に基づく公益通報等に関する規則」の制定

（令和４年５月）  

≪関係例規・資料等≫  

・相模原市公益通報者保護法に基づく公益通報等に関する規則  

モニタリング  

【評価の基本的な考え方】  

11 組織は、内部統制の基本的要素が存在し、機能していることを確かめ

るために、日常的モニタリング及び独立的評価を行っているか。  

【評価項目 11-1】組織は、内部統制の整備及び運用に関して、組織の

状況に応じたバランスの考慮の下で、日常的モニタリング及び独立的

評価を実施するとともに、それに基づく内部統制の是正及び改善等を

実施しているか。  

○適  
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≪整備・運用状況≫  

 会計課及び下水道経営課による会計事務、管財課による財産管理事務に

係る審査等により、日常的モニタリングを実施し、随時、各所属に対して

是正指示を行うとともに、是正事項の傾向等について全庁にフィードバッ

クすることにより注意喚起を行っている。 

 独立的評価として、コンプライアンス推進課において、前年度の内部統

制に係る評価対象期間において不備が発生した所属に対し、リスク対策の

実施状況について確認を行っている。  

また、相模原市会計規則及び相模原市物品規則に基づく各種検査を会計

課及び契約課において実施することにより、必要に応じた指導及び注意喚

起を行っている。  

・「(２)業務レベルの内部統制」 (２３ページ以降 )参照  

≪関係例規・資料等≫  

・相模原市会計規則  ・相模原市物品規則  

・相模原市内部統制規程  ・相模原市市有財産事務取扱規程  

【評価項目 11-2】モニタリング又は監査委員等の指摘により発見さ

れた内部統制の不備について、適時に是正及び改善の責任を負う職員

へ伝達され、その対応状況が把握され、モニタリング部署又は監査委

員等に結果が報告されているか。  

○適  

≪整備・運用状況≫  

日常的モニタリングにより把握された是正事項については、随時、モニ

タリング部署から指示を行い、各所属において是正している。  

監査委員監査の結果については、全庁にその内容を周知し、注意喚起を

行うとともに、監査対象課において、適時、講じた改善措置の内容につい

て監査委員事務局に報告している。また、包括外部監査の結果については、

改善措置の状況調査を行い、毎年度、措置結果を市ホームページにおいて

公表している。  

・「(２)業務レベルの内部統制」 (２３ページ以降 )参照  

≪関係例規・資料等≫  

・相模原市内部統制規程  ・事務の適正な執行に係る通知   
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・包括外部監査報告書  

ＩＣＴへの対応  

【評価の基本的な考え方】  

12 組織は、内部統制の目的に係るＩＣＴ環境への対応を検討するととも

に、ＩＣＴを利用している場合には、ＩＣＴの利用の適切性を検討する

とともに、ＩＣＴの統制を行っているか。  

【評価項目 12-1】組織は、組織を取り巻くＩＣＴ環境に関して、いか

なる対応を図るかについての方針及び手続を定めているか。  
○適  

≪整備・運用状況≫  

相模原市情報セキュリティポリシーにおいて、方針及び手続を定めてい

る。 

方針：第１章情報セキュリティ基本方針  

手続：第２章情報セキュリティ対策基準  

≪関係例規・資料等≫  

・相模原市情報セキュリティポリシー  

【評価項目 12-2】内部統制の目的のために、当該組織における必要

かつ十分なＩＣＴの程度を検討した上で、適切な利用を図っている

か。 

○適  

≪整備・運用状況≫  

情報システムの新規導入や更新等に際して、ＤＸ事業推進評価を受ける

ことを義務付けており、システムの適切な利用(セキュリティ要件含む。)

を図っている。  

≪関係例規・資料等≫  

・相模原市情報システムの運営に関する規程   

・ＤＸ事業推進評価実施要綱  

【評価項目 12-3】組織は、ＩＣＴの全般統制として、システムの保守

及び運用の管理、システムへのアクセス管理並びにシステムに関する

外部業者との契約管理を行っているか。  

○適  

≪整備・運用状況≫  
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相模原市情報セキュリティポリシーにおいて、システムの保守及び運用

の管理、システムのアクセス管理、外部事業者との契約において満たすべ

き要件を定めており、各システム所管課は、その規定にのっとり保守及び

運用を行っている。  

≪関係例規・資料等≫  

・相模原市情報セキュリティポリシー  

【評価項目 12-4】組織は、ＩＣＴの業務処理統制として、入力される

情報の網羅性や正確性を確保する統制、エラーが生じた場合の修正等

の統制、マスター・データの保持管理等に関する体制を構築している

か。 

○適  

≪整備・運用状況≫  

 相模原市情報セキュリティポリシーにおいて、各システム所管課は、所

管するシステムの実施手順書及び危機管理手順書を整備し、それらにのっ

とった運用を行う体制を構築している。  

≪関係例規・資料等≫  

・相模原市情報セキュリティポリシー   

（２）業務レベルの内部統制  

 各局区等から提出のあった内部統制活動管理シート、制度所管課によ

る日常的モニタリング及び独立的評価の結果により、業務レベルの内部

統制の有効性について評価を実施しています。  

評価の結果、運用上の不備を６８件把握しました。把握した不備のう

ち「教職員の不適正な経理処理について」及び「委託料支出に関する不

適正な財務処理」を運用上の重大な不備と判断しました。  

また、運用上の不備のうち次の事案については、重大な不備には該当

しないと判断したものの、経済的・社会的に大きな影響を及ぼしかねな

いリスクが顕在化したことから、事案の共有とリスク対策の徹底につい

て次のとおり周知を行いました。  

【事案】前払金の支払遅延に係る周知  

・「事務の適正な執行について (通知)」  

(令和４年９月１４日付けコンプライアンス推進課長及び契約課

長通知) 
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ア 内部統制活動管理シートによる取組  

財務に関する事務におけるリスクを抽出して分析及び評価したリス

ク評価シートを基に、各所属において、そのリスクへの対策を記載し

た内部統制活動管理シートを作成し、これに基づき不備の発生の未然

防止に取り組みました。  

結果として発生した不備については、各所属において原因を分析し、

再発防止策の検討を行い、当該シートにより推進評価部局に報告しま

した。  

    各局区等からの報告により、６８件の不備を把握しました。当該不

備については、発覚後、速やかに是正し、再発防止策を講じました。  

     

   ≪事務ごとの不備の内訳≫  

事務の分類  件数 不備の内訳  

収入 ３件 
市税・分担金・使用料・手数料等の算定誤り

や調定漏れ、調定金額の誤り、その他  

支出 ３６件  

見積り・積算誤り、支払金額誤り、二重払

い、支払口座誤り、支出伝票の相手方誤り、

支払遅延、その他  

契約 ２７件  

仕様書等の誤り、契約書記載誤り、契約方法

等の誤り、不適正な予算の執行 (共通物品に

規定されているものの各課執行 )、不適正な

予算の執行(総括調達物品に規定されている

ものの各課執行 )、誤った積算図書の配布に

よる入札・見積合せの中止、予定価格誤り、

不適切な予算の執行・不適切な業務履行  

行政財産等

目的外使用  
１件 

行政財産の目的外使用の許可及び貸付契約漏

れ 

財産管理  １件 法定点検未実施  

合計 ６８件   

   ※ 下線を引いたものは過去５年間に複数回発生した不備  



25 

 

 

≪運用上の不備一覧≫  

事務の分類  主な不備の概要  再発防止策  

収入 国 民 健 康 保 険 税 の 課 税

に当たり、金額の算定方

法に誤りがあった。  

※報道提供事案  

制度の内容及び事務手順に

ついて担当者間で共有する

とともに、システムへの入力

及び入力したデータの確認

は複数人により実施する。  

その他 ２件  

・管理料の請求における

払 込 取 扱 票 記 載 金 額 の

誤り 等  

決裁時に、払込取扱票等の声

出しによる読み合わせを担

当者２名で行う。  

支出 シ ス テ ム か ら 正 し い 振

込 デ ー タ が 出 力 さ れ な

かったことにより、振込

予 定 と な っ て い た 給 付

金 の 一 部 が 振 込 不 能 と

なった。  

システムから抽出されるデ

ータについて、取扱方法を担

当者間で周知するとともに、

システム事業者へ改修の要

望を行う。  

材料費の支払において、

７ ４ 事 業 者 に 支 払 う べ

きところ、誤って１事業

者 の み に 振 り 込 ん で し

まった。  

システムでの起票時に必要

項目が入力されているか確

認するとともに、紙ベースの

チェックシートを別に作成

し、確認作業を徹底する。  

前 払 金 の 支 払 遅 延 が 発

生した。(２件) 

工事の進捗状況が確認でき

るデータを作成し、課長、班

長が確認できるようにした。 

その他 ３２件  

・相手方から再度請求されたことによる二重払い  

・受領した請求書の処理の失念による支払遅延  

・システム入力誤りによる支払金額誤り  等 
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契約 事業者に対し、架空取引

を指示し、契約された物

品 が 納 品 さ れ て い な い

にもかかわらず、納入さ

れ た と す る 虚 偽 の 書 類

を作成させた。  

※報道提供事案  

・コンプライアンス意識の

向上や財務執行に関する

研修の実施  

・複数人での検査実施  

・財務会計システムの導入

などによる予算管理体制

の整備  

・計画的な予算執行の徹底  

業 務 委 託 の 請 求 に お い

て、請求金額が本来支払

う べ き 金 額 よ り 少 な い

請求となっていたが、そ

のまま支払を行った。ま

た 、 同 業 務 委 託 に お い

て、契約の仕様書上に定

め の な い 業 務 の 費 用 に

ついて、実際の業務委託

の 実 績 件 数 の 数 量 を 上

乗 せ し て 、 支 払 を 行 っ

た。 

・支払事務の際の、根拠資料

の添付や合議者、承認者及

び決裁者のチェックの徹

底 

・常日頃から懸案が発生し

た場合には、すぐに班長及

び課長に報告・連絡・相談

し、班長及び課長が正しく

チェック機能を果たせる

ような職場環境の醸成  

・共通物品に規定されて

い る 物 品 を 誤 っ て 各

課調達してしまった。 

・総括調達物品に規定さ

れ て い る 物 品 を 誤 っ

て 各 課 調 達 し て し ま

った。(１７件) 

発注する前に複数の職員で

共通物品に規定されている

か確認する。  

その他 ８件  

・設計書の積算誤り  

・最低制限価格の算定誤りによる落札者決定誤り  等  
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行政財産等

目的外使用  

目 的 外 使 用 許 可 で 市 営

住 宅 に 入 居 中 の ４ 世 帯

に対し、年度末に新年度

の 申 請 及 び 許 可 手 続 を

行うべきところ、失念し

ていた。  

・目的外使用許可に関する

共有データを作成し、管理

者の進行管理を徹底  

・事務手続要領等を作成  

財産管理  公 用 車 を 車 検 切 れ の ま

ま運行していた。  

※報道提供事案  

・情報共有  

 車検を含めた定期的な点

検スケジュールを管理す

る担当職員を定めるとと

もに、車検の満了日等の情

報を所内全職員にアウト

ルックのスケジュール予

約に入れて共有する。  

・運転日報への記載及び車

内表示  

 運転日報に車検満了日を

記載するとともに、自動車

検査証の有効期間の満了

日を車内のダッシュボー

ド等、運転者の目に付く位

置に表示する。  

  

イ 重大な不備  

事案名  

教職員の不適正な経理処理  

概要  

市立小学校において学校経理事務を担当していた教職員が、事業

者へ架空の物品を発注し、当該物品が納入されていないにもかかわ

らず、虚偽の関係書類に基づき支払処理を行うことにより事業者に

預け金として保有させ、後日別の物品を納入させるなど不適正な経
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理処理を当該教職員が在籍していた平成３０年度から令和３年度ま

での４年間に合計１０件行っていたもの  

【金額】２６１，５３８円  

事後対応  

・全小中学校、義務教育学校、事業者への調査  

・事業者への口頭による厳重注意  

・全庁への注意喚起  

再発防止策  

・コンプライアンス意識の向上や財務執行に関わる研修の実施  

・複数人での検査実施  

・財務会計システムの導入などによる予算管理体制の整備  

・計画的な予算執行の徹底  

本事案は、市立小学校において学校経理事務を担当していた教職員が

事業者へ架空の物品を発注し、当該物品が納入されていないにもかかわ

らず、虚偽の関係書類に基づき支払処理を行うことにより事業者に預け

金として保有させ、後日別の物品を納入させるなど不適正な経理処理を

平成３０年度から令和３年度までの４年間に合計１０件行っていたも

のです。  

本事案は、「不適切な予算の執行・不適切な業務履行」に該当し、過去

５年間に複数回発生した事務処理ミスの再発事案ではありません。  

しかし、教職員が業者に架空取引を指示し、虚偽の書類に基づいた支

払処理を意図的に行うといった不適正な行為があったものであり、金額

の大小ではなく「市民の税金である公金を、市の教職員と取引事業者が

意図的に不適正に取り扱った」という行為自体が、市への信用を著しく

損なうとともに、大きな経済的影響を与えました。  

また、１１月１５日付けで当該行為を行った教職員及び管理監督者の

懲戒処分を行ったこと、新聞３社により報道されるなど、社会的な影響

も大きく、さらに、４年にもわたる行為を組織として認知できなかった

ことは極めて重大な問題であることから、総合的な判断として重大な不

備と判断したものです。  
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事案名  

委託料支出に関する不適正な財務処理  

概要  

市税催告書等印刷及び印字封入封緘
かん

業務委託における令和３年  

１１月分の支払について、本来「印字枚数」で請求金額を積算すべ

きところ、受注者が誤って「封緘
かん

通数」で積算した請求書を提出し、

本来の請求金額より少ない請求となっていたが、誤りを認識してい

たにもかかわらずそのまま支払う不適正な財務処理を行っていたも

の  

また、同委託における令和４年２月分の支払の際、契約の仕様書

上に定めのない業務の費用について、当該業務委託料に上乗せして

支払う不適正な財務処理を行っていたもの  

事後対応  

・受注者から、未払い分の請求書を徴取して支払  

・契約の仕様書上に定めのなかった業務の費用について上乗せして

支払った金額の返金、改めて覚書を取り交わして支払  

再発防止策  

・支払事務の際の根拠資料の添付の徹底  

・合議者、承認者及び決裁者のチェックの徹底  

・すぐに上司に報告・連絡・相談できるような職場環境の醸成  

本事案は、市税催告書等印刷及び印字封入封緘
かん

業務委託において、本

来「印刷枚数」で請求金額を積算すべきところを、受注者が誤って「封

緘
かん

通数」で積算した請求書を提出したため、本来の件数より６３件少な

く、請求金額が１,１０２円少ない請求となっていましたが、担当者は請

求額が誤っていることを認識し、受注者に対して請求書の再提出を求め

たものの、受注者の申出を受けてそのまま支払を行ったものです。また、

同業務委託において、契約の仕様書上に定めのない「印字プログラム修

正」及び「印字テスト」の費用について、仕様で定められた業務の実績

数量に上乗せして支払うこととしたものです。  

本事案は、「不適切な予算の執行・不適切な業務履行」に該当し、過去
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５年間に複数回発生した事務処理ミスの再発事案ではありません。しか

し、いずれの事案についても、組織としての検討や受注者との正式な協

議を行わないなど、組織として正しい対応を取りませんでした。また、

支払に係る意思決定においても是正する機会はあったものと考えられ

ますが、適切な確認を行わずに数量を調整した請求書に基づいた支払を

行ったものであり、「市民の税金である公金を意図的に不適正に取り扱

った」という行為そのものが市への信用を著しく損なうこととなり、社

会的影響を与えました。  

また、同一業務委託において、数か月の間に不適正な事務処理が複数

回行われており、それを組織として防ぐことができなかったことは内部

統制の運用において重大な問題であり、有効に機能していたとは言い難

く、総合的な判断として重大な不備と判断したものです。  

※ 重大な不備 (再掲) 

ア 整備上の重大な不備  

ガイドラインにより示された評価の基本的な考え方及び評価項

目に照らし、著しく不適切な状況となっている不備をいう。  

イ 運用上の重大な不備  

   過去５年間に複数回発生している不備 (収入金額の増減に伴う

調定漏れ、市税・分担金・使用料・手数料等の算定誤りや調定漏

れ、調定金額の誤り、見積り・積算誤り、請求 (支払)金額誤り、二

重払い、支出伝票の相手方誤り、支払遅延、不適切な現金管理、仕

様書等の誤り、予定価格誤り、不適正な予算の執行 (共通物品)、不

適正な予算の執行 (総括調達物品 )、誤った積算図書・仕様書等の

配布による入札・見積合せの中止、開札事務ミス、契約保証金誤

り、契約締結遅延、債権管理 )の再発事案であって、経済的・社会

的影響が大きい不備又は再発か否かにかかわらず、経済的・社会

的影響が著しく大きい不備をいう。  

ウ 制度所管課による日常的モニタリング  

会計課及び下水道経営課による会計事務、管財課による財産管理事

務に係る審査等により、必要に応じて各所属に対し是正指示を行い、

不備の発生の未然防止に取り組みました。 
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また、各所属の内部統制活動に資するよう、日常的モニタリングの

集計結果及び是正事項の傾向等について、次のとおり周知しました。  

・「内部統制制度における日常的モニタリングの結果について (通知)」

(令和４年１２月２２日付けコンプライアンス推進課長通知及び令

和５年５月１日付けコンプライアンス推進課長通知 ) 

（ア）会計課による支出伝票等の審査  

地方自治法第１７０条に基づく会計事務における支出伝票等の審

査において、必要に応じて各所属に対して是正指示を行いました。

結果は次のとおりです。  

    ○ 是正件数等                   

審査対象伝票件数 (a) 是正伝票件数 (b) 割合(b/a) 

１２５，０８１件  ６，１７６件  ４．９４％  

    ○ 主な是正項目  

№ 是正事項  件数  

1 添付書類(関連文書含む。)の漏れ、添付誤り  １ ,２２９件  

2 添付書類の内容に関する不備  ８２０件  

3 検査検収日の漏れ・日付違い  ６９２件  

4 備考欄の漏れ  ４６６件  

5 検査検収員の漏れ・誤り  ４０８件  

  （イ）下水道経営課による支出伝票等の審査  

地方公営企業法 (昭和２７年法律第２９２号 )第９条に基づく会計

事務における支出伝票等の審査において、必要に応じて各所属に対

して是正指示を行いました。結果は次のとおりです。  

【下水道事業会計】  

  ○ 是正件数等                    

審査対象伝票件数 (a) 是正伝票件数 (b) 割合(b/a) 

２ ,５００件  １９１件  ７．６４％  
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○ 主な是正項目                      

№ 是正事項  件数  

1 システム上の決裁日登録漏れ・伝票の決裁日記入

漏れ(公営企業会計特有のリスク)  
４４件  

2 予算の執行に係る根拠法令の誤り  ３４件  

3 添付書類の不備  ３３件  

4 添付書類(関連文書含む。 )の漏れ、添付誤り  １７件  

5 受付印漏れ  １５件  

【簡易水道事業会計】  

    ○ 是正件数等  

審査対象伝票件数 (a) 是正伝票件数(b) 割合(b/a) 

９１６件  ９６件  １０．４８％  

○ 主な是正項目  

№ 是正事項  件数  

1 
システム上の決裁日登録漏れ・伝票の決裁日記入漏

れ(公営企業会計特有のリスク)  
２８件  

2 受付印漏れ  ２０件  

3 添付書類の不備  １３件  

4 支出伝票の不備  ７件  

5 予算の執行に係る根拠法令の誤り  ７件  

（ウ）管財課による財産管理事務における確認  

相模原市市有財産事務取扱規程 (昭和３６年相模原市訓令第７号 )

第１７条の規定による財産の取得、処分、貸付け、使用許可等におけ

る合議において、必要に応じて各所属に対して是正指示を行いまし

た。結果は次のとおりです。  

  ○ 是正件数等                     

確認対象文書件数  

(a) 

是正文書件数

(b) 

割合 

(b/a) 
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１，５２２件  １８０件  １１．８３％  

 

 

 

内 

訳 

目的外使用許可   ８９０件  

貸付け      １３０件  

借受け      ３９６件  

取得        ４９件  

処分        ２２件  

交換         １件  

公用廃止      １９件  

所管換え       １５件  

○ 主な是正項目                     

№ 是正事項  件数  

1 
事務取扱規程で規定している必要な記載事項の未

記載、誤記  
 ４６件  

2 使用料及び賃借料の記載漏れ、誤記  ４２件  

3 その他申請書の不備  ２７件  

4 手続の遅延  ２４件  

5 使用料及び賃借料の算定根拠資料の未添付  １８件  

 

エ 推進評価部局による独立的評価  

コンプライアンス推進課によるリスク対策実施状況の確認や会計課

及び契約課において実施する出納事務等に係る各種検査により、出納

事務等の結果を確認するとともに、必要に応じて各所属に対して是正

指示を行い、事務の適正化に取り組みました。また、各所属の内部統制

活動に資するよう、検査結果について、次のとおり周知しました。  

・「出納事務の適正な執行について (通知)」(令和５年３月２９日付け会

計管理者通知 ) 

 （ア）リスク対策実施状況の確認  

コンプライアンス推進課において、前年度に不備が発生した課・機

関を対象に、リスク対策の実施状況について書面により確認を行い
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ました。また、一部の対象課においては併せて実地調査を行いまし

た。結果は次のとおりです。  

   ○ 対象 ３７課・機関  

 ○ 結果  

結果 対象 

おおむね良好  ３６課・機関  

軽微な不備等による注意  １課・機関  

 ○ 軽微な不備等による注意  

内容 件数 

内部統制活動管理シートの未共有  １件 

昨年度の再発防止策の未反映  １件 

（イ）現金出納員及び現金取扱員の取り扱う出納事務に係る検査  

相模原市会計規則 (平成４年相模原市規則第１０号 )第１２３条第

１項の規定により、現金出納員及び現金取扱員の取り扱う出納事務

について検査を実施しました。結果は次のとおりです。  

 ○ 対象 ２２課・機関  

○ 結果  

結果 対象 

おおむね良好  ６課・機関  

指摘事項あり  １６課・機関  

○ 指摘事項  

内容 件数 

現金受払簿の作成及び記載に関する不備  １０件  

保管現金の確認に関する不備  ６件 

入金票に関する不備  ３件 

収納金払込日申請に関する不備  ３件 

金庫開閉簿に関する不備  １件 

（ウ）前渡金管理者の取り扱う出納事務に係る検査  
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相模原市会計規則第１２３条第１項の規定により、前渡金管理者の

取り扱う出納事務について、検査を実施しました。結果は次のとおり

です。  

○ 対象 １０課・機関  

○ 結果  

結果 対象 

おおむね良好  ７課・機関  

指摘事項あり  ３課・機関  

○ 指摘事項  

内容 件数 

職員による立替払い  ３件 

（エ）物品出納員及び物品取扱員の取り扱う出納事務に係る検査  

相模原市物品規則 (平成４年相模原市規則第１１号 )第３３条第１

項の規定により、物品出納員及び物品取扱員の取り扱う出納事務につ

いて、検査を実施しました。結果は次のとおりです。  

○ 対象 １０課・機関及び小・中学校  

○ 結果  

結果 対象 

おおむね良好  ８課・機関及び小・中学校  

指摘事項あり  ２小・中学校  

○ 指摘事項  

内容 件数 

在庫品受払簿の作成に関する不備  １件 

保管場所に関する不備  １件 

（オ）物品管理者の取り扱う事務に係る検査  

相模原市物品規則第３４条第１項の規定により、物品管理者の取り

扱う事務について、検査を実施しました。結果は次のとおりです。  

○ 対象 ２４課・機関  
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○ 結果  

結果 対象 

良好(Ａ) １５課・機関  

おおむね良好(Ｂ) ９課・機関  

再検査(Ｃ) 該当なし  

 

以 上  


